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洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業 

委託業務に係る公募型プロポーザル実施要項 

 

この実施要項は、いちき串木野市（以下「本市」という。）が、経済産業省より令和

６年度第１回「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業」（地域理解促進事業）補助

金の採択を受けて実施する洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託

業務（以下「本業務」という。）に係わる契約の相手方を選定するための提案について、

留意すべき事項を定めたものです。 

提案をしようとする者（以下「提案者」という。）は、以下の事項を熟知した上で、

提案を行ってください。 

 

１．提案に付する事項 

1) 業務の名称： 洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務 

2) 業務の概要：  

  ①漁業との共存共栄を目指した漁業振興策の調査研究に関する業務 

②地域振興策の策定に関する業務 

③洋上風力産業の拠点化の検討に関する業務 

④洋上風力調査研究協議会の運営に関する業務 

3) 履行期間： 契約の日から令和７年３月19日まで 

4) 予 算 額： 19,987,000円 （消費税込み） 

5) 履行場所： 鹿児島県いちき串木野市全域及びいちき串木野市沖合 

 

２．委託の仕様書 

仕様書：別添「洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務仕

様書」（以下「仕様書」という。）による。 

 

３．提案に関する事務を担当する部署の名称及び所在地  

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133－１ 

いちき串木野市産業立地課エネルギー・企業立地係 

（電話）0996-33-5650（担当：十島） （Fax）0996-32-3124 

(E-mail)sangyo1@city.ichikikushikino.lg.jp 

 

４．提案者に必要な資格 

次の1）～5）のすべてを満たすこと。 

1) 国若しくは自治体が発注した類似業務（洋上風力発電に関する地域の合意形成に

関する調査若しくは協議会の運営に関する業務）に係る業務実績を有すること。 

2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 
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3) 会社更生法に基づく更生手続の決定を受けている者若しくは更正手続開始の申立

がなされている者又は民事再生法に基づく更生手続の決定を受けている者若しく

は再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

4) 国、鹿児島県及び本市から、指名停止を受けている期間中でないこと。 

5) 国税及び地方税に未納がないこと。 

 

５．提案手続 

1) 手続の流れ  

ア 提案説明書の配付・提案参加の公示（本市）  

イ 参加申込書兼誓約書の提出（提案者） 

ウ 参加資格確認書送付（本市） 

エ 提案書の提出（提案者） 

オ 審査及び契約候補者の決定 （本市） 

カ 結果通知（本市） 

キ 契約締結手続（本市、契約相手方） 

2) 各手続詳細 

ア 提案書作成要項及び仕様書等の公示  

① 期 間： 令和６年４月５日(金) 午後１時から 

令和６年４月22日(月) 午後５時まで 

② 場 所： いちき串木野市 ホームページに掲載（本実施要項に添付） 

イ 参加申込書兼誓約書の提出  

① 期 限 令和６年４月22日(月) 午後５時までに様式１「提案参加申込書兼誓約

書」を郵送等により提出してください。 

② 場 所 〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133－１ 

いちき串木野市産業立地課エネルギー・企業立地係 

③ 提出物  

ａ 提案参加申込書兼誓約書 

ｂ 会社概要（パンフレット等） 

ｃ 納税証明書 

ｄ 定款及び直近２か年の法人の貸借対照表及び損益計算書の写し 

ウ 参加資格確認書送付  

参加申込に対する参加資格確認書をFaxまたはE-Mailにて送付します。 

（令和６年４月24日(水)午後５時までにお知らせいたします）。 

※ 参加資格の確認を受けない限り、本プロポーザルには参加できません。

なお、必要書類を提出したにもかかわらず、上記期日までに連絡がない

場合は、令和６年４月25日(木) 午後５時までに、本市あて電話にてご連

絡ください。 

エ 提案書の提出  

① 期 限： 令和６年５月15日(水) 午後５時までに提案書を郵送等により提出 

してください。 

② 場 所： 〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133－１ 

いちき串木野市産業立地課エネルギー・企業立地係 
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③ 部 数： 提案書 正本1部 副本12部 

④ 内 容： 別添「洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託

業務提案書作成要項」のとおり  

オ 審査及び契約候補者の決定  

提案者の提案内容を「８．選定方法」に基づき評価を行い、契約候補者を決定

します。 

カ 結果通知  

令和６年５月21日（火）に担当者に電子メール又はFAXで連絡します。 

キ 契約締結手続  

契約候補者と本市との間で「９．契約の方法等」に基づいて、令和６年５月 27

日(月)に契約を締結します。 

 

６．提案に関する問い合わせ  

1) 問い合わせ先（様式３により、電子メールのみ受け付けます。） 

電子メール：sangyo1@city.ichikikushikino.lg.jp 

2) 回答方法  

提案参加申込者全員（担当者）に対し電子メールで回答します。 

3) 受付期間  

令和６年４月５日(金) 午後１時から令和６年４月30日（火）まで 

4) 回答日  

質問受付後、２開庁日以内にすべての提案者へ回答します。 

 

７．提案参加の辞退  

参加申込後であっても提案を辞退することができます。  

その場合は、令和６年５月７日(火)午後５時までに、様式２「提案参加辞退届」

を提出してください。 

 

８．選定方法  

1) 評価の方法 

本市が設置する選定委員会において、提案書の内容により総合的に判断し、最

高得点提案者を契約候補者として決定します。 

2) 評価基準 

別表をもとに評価いたします。ただし、最高得点提案者の評価が総評価点の 50

パーセント以上の場合のみ、契約候補者として選定し得るものとします。 

3) プレゼンテーションについて 

  提案書等の提出事業者は、選定委員会においてプレゼンテーションを実施します。 

  ①日  時：令和６年５月 17日（金）予定 

   ※時間・場所等の詳細は、提案者に別途連絡します。 

  ②発表時間：45 分程度（各提案者につき、30 分以内のプレゼンテーション後、

質疑応答を行います。） 
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  ③内  容：提案者からのプレゼンテーション及び質疑応答。 

   ※パワーポイント等を使用する場合は、パソコンを持参してください。 

   ※スクリーン、プロジェクター（ＨＤＭＩ接続）は貸与します。 

 

９．契約の方法等 

1) 提案内容の変更 

委託契約に当たっては、審査された提案内容を直ちに契約内容とするものでは

ありません。契約候補者と提案内容に沿って契約内容について協議・調整を行い、

双方が合意に至った場合に締結します。その際、協議のうえ、企画提案の一部を

変更する場合があります。 

2) 仕様書の変更 

  別紙「仕様書」は、本業務において必要とされる想定項目を示したものです。

したがって、契約候補者の企画内容によっては、締結する契約書に添付する仕様

書には、当該企画書等の内容の範囲内において、委託業務の内容が追加される場

合があります。 

3) 契約候補者の変更 

    契約候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき又は協議が整わないときは、

その選定を取り消すとともに、次順位の提案者を契約候補者として選定のうえ、

本実施要項９．1) 及び 2) の事項を準用し、契約を締結するものとします。 

 

10．失格事由 

次の事由に該当する場合は、失格となります。 

1) 提案書が提出期限内に提出されなかった場合。 

2) 提案書の内容に虚偽の記載がある場合。 

3) 提案書の提出後に参加者の資格要件に定める条件を満たさなくなった場合。 

4) 提出された見積書の金額が、本実施要項１. 4) に示す額を上回っている場合。 

5) その他、本実施要項に定める手続、方法等を遵守しない場合。 

 

11．参加にあたっての確認事項  

以下の点を確認し、了承頂いた上で提案に参加してください。  

1) 本提案書作成に係る費用については、すべて提案者の負担とします。 

2) 不確定要素が多々ある中であっても、提案者の経験やノウハウを最大限活用し、 

具体的で実効性のある提案書を提出してください。 

3) 提出された提案書の内容は、契約を締結した際に提案者が責任をもって必ず履行

できる内容としてください。 

4) 審査経過及び選定に関する質問等は一切回答いたしません。 

5) 提案頂いた提案書等一切の書類は返却しません。なお、提出された書類を提案者

に無断で本件の目的以外に使用することはありません。 

6) 本資料を他の目的のために使用することは禁止します。 

7）本業務に係る国等の会計実地検査が行われる場合は、協力すること。 
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別表：評価基準 

審 査 項 目 配 点 

１ 団体の組織体系及び類似業務の実績は十分であるか。 １０点 

２ 業務の内容は目的に沿ったものであるか。 ７０点 

３ 業務の実施フロー等は明確であり履行可能な内容であるか。 １０点 

４ 見積もりによる提示価格や見積内容は適切であるか。 １０点 
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様式１ 

 

提 案 参 加 申 込 書 兼 誓 約 書 

 

令和  年  月  日 

 

いちき串木野市 御中 

 

                   住    所 

                   商号又は名称 

                   代表者職氏名              印 

 

 洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務に係るプロポーザ

ルについて、実施要項にある参加資格を満たしていることを誓約し、別紙添付書類を添え

て参加を申込みます。 

 なお、本申請後、参加資格を満たしていないことが明らかとなった場合は、この申込み

を取り消します。 

 

会社名  

所属名  

担当者名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  

【添付書類】 

 ・会社概要（パンフレット等） 

 ・納税証明書（未納税額のない証明） ※発行後３か月以内のもの。 

①市税（法人市民税・固定資産税・軽自動車税・市民税(特別徴収分)） 

     ②国税（法人税、消費税及び地方消費税） 

 ・定款 

・直近２ヶ年の法人の貸借対照表及び損益計算書の写し 
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様式２ 

 

提 案 参 加 辞 退 届 

 

令和  年  月  日 

 

 

いちき串木野市 御中 

 

                   住    所 

                   商号又は名称 

                   代表者職氏名              印 

 

洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務に係るプロポーザル

について、令和  年  月  日参加申込みをしましたが、辞退したいので届出ます。 

 

会社名  

所属名  

担当者名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  
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様式３ 

令和  年  月  日 

質  問  票 

 

会社名  電話番号  

所属名  ＦＡＸ番号  

担当者名  メールアドレス  

 

質問事項  

質問内容  

  

注）質問内容は、事項毎に別紙で作成してください。 
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洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務仕様書 

 

■ 委託業務の内容 

本業務の委託内容は、次のとおりとする。 

 

 １．件名 

洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務 

 

 ２．調査対象区域 

いちき串木野市全域及びいちき串木野市沖合。沖合の範囲は図１のとおりとし、

令和５年度事業と同等とする。 

 

 ３．目的 

   令和５年度に作成した洋上風力発電に関する５つのプロジェクトのうち、「洋上

風力に係わる漁業協調事業」「洋上風力に係わる地域産業振興事業」「洋上風力発

電拠点整備事業」を推進する取り組みを実施する。具体的には、洋上風力発電事業

と漁業との共存共栄を目指すため、漁業実態に応じたニーズの調査等を行い本市独

自の漁業振興策を整理するほか、今後の洋上風力発電事業計画を見据え、地場産業

の振興に向けた関連企業を対象とした勉強会や地域振興策の取りまとめ等を実施

する。また、洋上風力産業の拠点化に向けた港湾の基本構想の策定も行い、これら

の検討状況は既存協議会で情報共有を図るほか、広報媒体を通じた情報提供をする

ことで洋上風力発電に対する地域全体の機運醸成とエネルギーの構造高度化に向

けた理解促進を図る。 

 

 ４．受注者が行う業務 

受注者が行う業務の範囲は次のとおりとする。これらの業務を一括して第三者に

委託又は請け負わせることはできない。ただし、部分的な業務の委託は市が承認し

たものであれば専門の業者等に再委託できるものとする。 

1)  漁業との共存共栄を目指した漁業振興策の調査研究に関する業務 

ア 本市沖合の先行利用者との意見交換会等を実施して、風力発電施設への各種

観測機器の設置など発電事業者に求めるべき漁業振興策と稚魚放流への助成な

ど基金を活用した漁業振興策の具体的な内容を取りまとめる。取りまとめは、

これまでの経済産業省・国土交通省が示す「海洋再生可能エネルギー発電設備

整備促進区域公募占用指針（別添を含む）」に基づいた漁業振興策・地域振興

策の水準とする。 

例）令和６年１月「青森県沖日本海（南側）」、「山形県遊佐町沖」海洋再生

可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占用指針 など 
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2)  地域振興策の策定に関する業務 

ア 市内の関連事業者を対象とした洋上風力発電に伴うサプライチェーンに関

する勉強会を２回以上開催し、市内関連事業者へ具体的な工事の内容やメンテ

ナンスの手法等の理解促進とサプライチェーン体制の構築に向けた取りまと

めを行う。 

イ 関係者等へヒアリング等を実施し、洋上風力発電を契機とした本市の抱える

課題解決に向けた地域振興策の具体的な内容を取りまとめる。取りまとめは、

４．1) で示した水準とする。 

3)  洋上風力産業の拠点化の検討に関する業務 

ア 発電事業者などの関係事業者へ余剰電力を活用した水素製造設備の可能性

やメンテナンス人材育成施設の需要、ビジターセンター開設の可能性などのヒ

アリング調査等を実施し、洋上風力発電事業に伴う関連産業を集積した港湾活

用の方針を検討する。 

イ 港湾活用の方針及び令和５年度調査結果を基に、洋上風力の産業拠点化に向

けた港湾活用の基本構想（ビジョン・概算工事費など）の作成を行う。 

 ※串木野新港・串木野漁港（外港）に対する拠点港・O&M港を想定し、複数提

案すること。 

4)  洋上風力調査研究協議会の運営に関する業務 

ア 利害関係者を中心として本市が設立した「洋上風力発電調査研究協議会」（以

下「研究協議会」という。）の資料作成及び委員への説明を実施する。また、

市規定に基づき各委員（15名程度）へ出席謝金を支払うとともに、研究協議会

は２回以上実施する。 

イ ４．1) ～3) までの成果について、研究協議会へ情報共有を図る。 

5）協議打合せ 

ア 業務着手時及び実施中における協議・打合せは綿密に行い、その協議事項に

ついて記録し、相互に確認する。各業務を円滑に実施するため、常に綿密な連

絡をとり、適宜、協議打合せを行う。 

 

５．履行期間 

   契約締結の日から令和７年３月19日（水）までとする。 

 

６．受注者の義務 

   受注者は、本業務の履行にあたり、業務の目的・趣旨等を十分に理解した上で、

本仕様書及び関係法令、規定等を遵守し、最高の知識、知見を発揮して業務を遂行

しなければならない。 

   なお、本仕様書は、本業務に必要な基礎的事項のみを示したものであり、これら

に記載されていない事項であっても、必要と認められるものについては、受注者が

責任をもって充足しなければならない。 
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７．図書の貸与 

1) 業務の実施に際し、必要な図書資料等を本市の承諾を受けて借りるものとする。 

2) 貸与された関係書類を外部に漏らしてはならず、業務完了後は速やかに返還し

なければならない。 

  3) 業務に文献等やその他の資料を引用する場合、その出典名を必ず明記するもの

とする。 

 

８．検査 

   受注者は、成果品の引渡にあっては期限を遵守し、かつ本市の検査を受けなけれ

ばならない。 

   なお、検査において、訂正を指示された場合は、直ちに訂正しなければならない。

また、成果品の引渡し後において、受注者の責任に帰すべき誤りが発見された場合

は、受注者の責任において所要の訂正又は修正を行わなければならない。 

 

９．成果品 

1) 報告書、参考資料の冊子 2部（Ａ４版） 

   報告書、参考資料の冊子は、必要に応じてＡ３版による綴じ込み可 

2) 港湾活用のビジョン 各500部 

ビジョンは、Ａ３版のオールカラーで印刷する。 

  3) 報告書概要版 2,000部 

   概要は、Ａ３版のオールカラーで印刷する。 

4) 報告書の電子データを記録した電子媒体（Word、Excel、PDF形式） 一式 

5) 参考資料（調査過程で収集・作成・整理した図表等）電子媒体（PDF形式）     

一式 

 

10．提出先・問合せ先 

   〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通１３３番地１ 

   いちき串木野市役所 串木野庁舎２階 

   いちき串木野市 産業立地課 エネルギー・企業立地係 

    TEL：0996-33-5650（直通） / FAX：0996-32-3124 
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11．その他 

1) 疑義が生じた場合等の協議 

仕様書の解釈について疑義が生じた場合又は仕様書に定めのない事由が生じ

た場合、市と受注者は誠意をもって協議するものとする。災害やその他の不可抗

力等、市及び受注者双方の責めに帰す事ができない事由により事業の継続が困難

になった場合は，事業の可否について協議するものとする。 

2) 受注者の取消し等 

受注者により業務を継続することが適当でないと認めるときは、委託を取り消

し又は一部の停止を命じることができるものとする。この場合、市に生じた損害

は、受注者が賠償するとともに取り消した場合は、次期受注者が円滑に業務を遂

行できるよう引き継ぐものとする。 

 

 

※羽島漁業協同組合の共同漁業権の北側及び市来漁業協同組合の共同漁業権の南側に沿って陸から 12 海里の距離 

図１ 調査対象区域（いちき串木野市沖合） 
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洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務 

提案書作成要項 

 

１．内容 

1) 提案書は、【様式４】、【様式５】、【様式６】を参考に作成してください。なお、【様

式４】は指定様式としますが、【様式５】、【様式６】については、自由様式とします。

ただし、【様式５】の各項目の内容及び順番は指定とするため、パワーポイントのスラ

イド等で作成する際は注意してください。また、【様式６】については、区分がわかる

ように記載してください。 

2) 用紙の大きさは、各様式ともＡ４版とします。（両面印刷の場合は、長辺綴じ） 

3) 提案書の各提案は、簡潔な文章で記載するとともに、文章を補充するための写真、

イラスト、イメージ図等をもって作成すること。（カラー印刷可） 

4) 提案書の作成にあたっては、記載の留意事項や注意事項は削除して下さい。また、

使用する文字のフォントは自由としますが、ポイント数は 10.5ポイント以上としてく

ださい。 

 

２．提出部数等 

提案書は、【様式４】、【様式５】、【様式６】を各正本１部、副本 12 部提出してください。 

なお、提案書の提出にあたっては、ホッチキス等で止めとしてください。 
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様式４ 

 

提  案  書 

 

 

 

業務の名称：洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務 

 

履行期限：令和７年３月 19日 

 

 

標記業務について、提案書を提出します。 

 

令和６年  月  日 

 

いちき串木野市 御中 

 

 

 

 

提案者 

                   住    所 

                   商号又は名称 

                   代表者職氏名              印 
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様式５ 

洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務 

委託提案書 

 

団 体 名  

所 在 地  

代 表 者 氏 名  

設 立 年 月 日    年  月  日 

鹿児島県内に支社を 

有する場合、その所在地 
 

電 話 番 号  

電子メールアドレス  

類 似 業 務 の 実 績 

業務名・事業主体 業務概要 履行期間 

  

開始    年  月 

終了    年  月 

  

開始    年  月 

終了    年  月 

  

開始    年  月 

終了    年  月 

  

開始    年  月 

終了    年  月 

  

開始    年  月 

終了    年  月 
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業
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項 

１ 漁業振興策の調査研究に関する業務の具体的手法及び取りまとめの考え方

について 

２ 地域振興策の策定に関する業務の具体的手法及び取りまとめの考え方につい

て 

３ 洋上風力産業の拠点化の検討に関する業務の具体的作成手法及びビジョン作

成の手法について 

４ その他、上記の業務に関する新たな提案について 

※洋上風力の実現を見据えた新たな提案があれば、具体的な内容を提示してくだ

さい。 

５ 洋上風力調査研究協議会の開催時期及び内容について 

実
施
フ
ロ
ー
等
の
内
容
に
関
す
る
事
項 

１ 業務スケジュールについて 

２ 各業務の実施フローについて 

注1：提案書については、固定様式ではありません。同様の内容のわかるようにプレゼン

テーション資料等を作成する場合は、そのスライド等でも可とします。 
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様式６ 

洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業委託業務見積書 

 

本業務の実施にあたっての見積書を記載してください。 

 

 

 

 

 

注1：任意様式（提案者の独自様式可）としますが、仕様書と費用の関係性及び内訳のわ

かるように作成してください。 

注２：カラー印刷を可とします。 


